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午後  ３時００分 開会 

会 長  定刻を尐し過ぎましたけれども、会を始めたいと思います。 

 皆様方には、お忙しいところをご参加いただきまして誠にありがとうございます。

第２回の審議会を開催したいと思います。本日は、委員の方が現在のところ１６名

でございますが、あとお二人が遅れていらっしゃると思いますので、１８名の方に

出席いただくことになりますので審議会は成立したということでございます。よろ

しくお願いしたいと思います。 

 また、本日は傍聴の方はいらっしゃらないようでございます。 

 それでは、次第に入る前に前回の会のときにご都合でご欠席だった委員の方もい

らっしゃるので、事務局からご紹介いただけますか。よろしくお願いいたします。 

 

新しい学校づくり担当課長  それでは、委員の板橋第亓中学校長の小川先生です。 

 

小 川 委 員  小川です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

新しい学校づくり担当課長  それから、事務局の職員で前回二人が出席しておりませんので。まず、橋本政策

経営部長でございます。 

 

政策経営部長  橋本でございます。よろしくお願いいたします。 

 

新しい学校づくり担当課長  同じく政策経営部参事の渡邊です。 

 

政策経営部参事  渡邊でございます。よろしくお願いいたします。 

 

会 長  よろしくお願いいたします。 

 

○（１）第１回審議会会議録の区ホームページへの公開について 

会 長  それでは、まず始めに、第１回の審議会の会議録につきまして事務局の方からご

報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

新しい学校づくり担当課長  それでは、先月開催されました審議会会議録につきまして報告します。 

 資料１の１ページをご覧ください。委嘱状をお渡ししまして、渡部会長及び坂東

副会長の選出をし、続きまして小委員会の設置を決定しました。その後に、諮問の

趣意説明をいたしました。それから、次に報告事項で配付しました資料の説明に入

りました。この資料の説明につきましては会議録の７ページからになってございま

す。 

 最初に審議会の総務的事項としまして審議会の日程や運営等を説明し、８ページ

の下段からは平成１３年の審議会で出されました答申についての説明をしました。

その説明が９ページの３分の２ほどまで続いております。 

 続きまして資料６としまして、昭和５０年度から現在に至るまでの児童・生徒数
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の推移、板橋区の人口推移などのついての説明に入りました。ピーク時に比べます

と児童・生徒数は半分になっていること、ただし、地域によっては５年前から増加

している地域もあることを説明いたしました。 

 １１ページからは資料７としまして地区別、学校別の現在の状況をお示ししまし

た。また資料８におきましては、将来人口の予測としまして、平成４７年には区全

体の人口はおよそ３％減でございますけれども０歳から１４歳の人口は３０％以上

も減尐の予測があるということを説明いたしました。 

 続きまして１２ページからは資料９としまして地域との関係ということで、学校

と行政と地域の関係を説明し、町会や自治会の区域と学校の通学区域が一致してい

ないものがあることを示しました。なお、資料９で誤りのご指摘がございまして、

本日、机上に訂正後のものをお配りしてございます。お手数ですが差しかえをお願

いいたしたいと思います。 

 続きまして１３ページからは資料１０と１１で２３区の状況に触れまして、１４

ページで資料１５としまして現在の学区域の図をご覧いただきまして説明を一通り

終了いたしました。 

 資料の説明後に意見交換がございました。その中では、結果的に公募委員の応募

がございませんでしたけれども、本審議会の区民に対する周知について工夫をすべ

きである。パブリックコメントまで何もしないというのでなく、広報を工夫するよ

うにとのご意見をいただきました。 

 次に今後の日程の確認をし、その後で学校と地域の関係についての質問、それか

ら先ほど申しました資料の修正等のご意見があった後に閉会いたしました。 

以上でございます。 

 

会 長  ありがとうございました。前回の会議の概要について、かなりのボリュームにな

りますけれどもご報告をいただいたわけでございますが、これにつきまして、何か

ご質問とか訂正、あるいはご意見等がございましたらご発言をお願いしたいと思い

ます。資料の９につきましては、今、訂正のものを配付されたのですね。机上に配

付されてございます。 

 

委   員  これは、正式な議事録になるだろうと思いますので、昨日までにお伝えすればよ

かったのですが、９ページから１０ページのところがちょっと文章がつながらない

のかなと思ったものですから、また後でよく記録を起こしていただいて、そこがつ

ながるようにしていただければと思いました。 

 

新しい学校づくり担当課長  もう一度確認しまして、次回にお配りいたします。申しわけございませんでした。 

 

会 長  この会議録につきましては、区民のホームページで公開することでございますの

で、できるだけ丁寧に、正確に伝えていきたいと思っておりますので、よろしくお

願いします。 
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会 長  それ以外に、いかがでしょうか。 

 では、特になければ、会議録の今のところの訂正をお願いすることにいたしまし

て、ご承認いただいたということにしてよろしゅうございましょうか。 

 

（異議なし） 

 

会 長  では、早速、事務局の方で区のホームページで公開するようにお手続をお願いし

たいと思います。 

 

○（２）第１回審議会小委員会の報告について 

会 長  では、続きまして今度は、第１回の小委員会が行われましたので、その報告につ

きまして事務局よりお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

新しい学校づくり担当課長  それでは、１月２８日に開催されました審議会小委員会の概要につきまして報告

します。資料２をご覧になってください。 

 まず委員長、副委員長の互選を行いまして、坂東委員長と岡本副委員長の選出が

ございました。 

 次に、本日の審議会の資料についての意見交換をいたしました。事務局としまし

ては、当初、第２回、それから第３回までは区の現状や適正規模や適正配置につい

ての種々のデータをお示しして審議に資していただこうという考えでございました

けれども、委員からは「資料の説明に時間をかけるのもよいが、実質審議の時間を

多く持ちたい、意見交換の時間を十分持ちたい」というお話がございました。それ

が、２番の第１回小委員会での検討事項についての（１）第２回審議会の資料につ

いてというところの内容でございます。 

 続きまして、（２）第２回審議会の審議事項としまして、実質的な審議の場にし

ていくということでございまして、具体的には、１３年答申を検証する必要がある

のではないかという意見が多数ございました。そこで、第２回審議会につきまして

は１３年答申の検証、そして、その際のポイントとしまして、①過小規模校の要件

に該当しながらも適正規模・適正配置が進展しない理由は何かということでご意見

がございました。 

 それから②としまして「１５０人以下」についての議論の余地がないか。③とし

まして、過小規模校に対する保護者や地域の受けとめ方ということで、ご意見がご

ざいました。 

 それから④番としまして過小規模校の存続理由はということで、ご意見がござい

ました。 

  

 資料２についての説明は以上のとおりでございます。 

 

会 長  ありがとうございました。この報告がございましたけれども、小委員会委員長の

坂東先生、もし何か補足がありましたら、また委員の皆さんにニュアンスが伝わる
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ようなことがもしありましたら、どうぞお願いしたいと思います。 

 

副 会 長  小委員会の委員長を務めさせていただきました。今、事務局よりご説明があった

とおりでございます。それぞれの学校につきまして適正規模・適正配置が進まない

理由の説明がございまして、進展しない様々な要因が複合しているのだなというこ

とを改めて感じたわけでございます。委員の皆様の色々な協議を通しまして、私の

感想かもしれませんけれども、適正規模・適正配置は言ってみればハード面の視点

であります。その辺のところで、なかなか公式どおりに進展しないということであ

れば、もっとソフト面の視点から積極的に光を当ててもいいのではないか。即ち、

適正規模ではないけれども、その学校がそこに存在する理由といったものに光を当

てて議論していってもいいのではないかと思いました。 

 即ち、それは特色ある学校づくりといったことにもつながっていくのかもしれま

せんけれども、委員会を進行させていただく過程で私なりに感じた点でございます。 

 以上でございます。 

 

会 長  ありがとうございました。この辺の学校の適正規模とか適正配置につきましてよ

く聞かれるのは、総論は賛成であるが各論になると反対であるということが出てま

いります。その中の１つに、今のような量的とか数字の上での線引きという議論が

割合出ているようです。それだけではなかろうというようなことで、今のお話のソ

フト面からも光を当ててというようなことも、そういうことを言い当てているので

はないかなという気もいたしております。 

 この小委員会でご審議いただいたわけで、これから先の審議会で検討するときに

色々とご意見も出してもらえればと思いますけれども、今ご説明があったことだけ

に限って何かご質問がありましたら、折角ですから時間をとりたいと思いますが、

いかがでございましょうか。 

 

委 員  この小委員会のまとめ方なのですけれども、今のお話を伺うと、随分、小委員会

の中で色々な意見が出されているのですが、この４つの項目だけにまとまってしま

っていて、具体的にどういう意見があってどういうことが話し合われたのかという

のが、もう尐し情報提供があるといいのかなと思ったのです。 

 というのは、これから審議会を運営していく上で、この小委員会はすごく大事な

ところになってくるので、そこでの議論を踏まえた上で審議会でも議論を深めた方

がいいのかなと思うので。議事録という正式な形ではなくても、もう尐し補足をし

たものを紙でいただく。今言っていただいたものをメモはとったのですが、とりき

れませんので、ぜひ報告の仕方として、もう尐し詳しいものをいただきたいなと思

います。 

 

会 長  確かに、今、委員がおっしゃったように、大くくりで①から④までお話があって、

その後に説明が口頭でございましたけれども、私もメモしたのですけれども取りき

れなかったものですから。もしできたら、余り細かくなっても、また屋上屋を重ね
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る審議会になってしまいますが、本審議会に参考になるという意味で、小委員会の

ことについて紙媒体か何かで、余りボリュームは多くなくても結構ですから、今、

口頭でご説明いただいたようなものを数点でも資料として一緒に載せてもらうと、

この審議会も審議がしやすいかなと思っておりますので、「こんな話題が出たよ」

ということで出していただけるとありがたいと思います。 

 

事 務 局  分かりました。 

 

委 員  ○○委員からもありましたけれども、僕からも１つ要望なのですが、今の小委員

会の説明でも多尐は分かるのですけれども、この審議会で何を話し合うべきなのか、

例えばこの後、１３年答申についての議論をやっていくのかとか、あるいはこの①

から④について細かく我々に聞いてくるのかどうかということが分からないのです。 

 今のこの話の説明にあった中で、我々も意見を持ってきているわけですから、そ

れを言う機会が今なのか、きちんと後から担保されて時間を持っていただいている

のかというのがよく分からないもので、できれば、この小委員会が終わった時点で、

次の審議会で１つの議論の核になるもの、「次の第２回はこうです、ここを議論し

ます」というようなものを明確にしてもらいたいというのが１つ要望であります。 

 そうしないと、どこで自分の意見を言っていいのかよく分からないので。 

 

会 長  そういうご要望がございました。要は、小委員会の位置づけというものが本審議

会とどう関わるのか。それが、また問題提起なのか、あるいは参考資料を出しても

らえるのか、どういうことなのか。もう尐し整理した形で、本審議会が十分審議で

きるような形で進めていけたらと思っております。 

 

事 務 局  小委員会は、この審議会で行うべきものの中身を詰めるのではなくて、次回はこ

ういうことをやっていただいたらいかがかということを詰めますので、今回の小委

員会の報告の内容は、ここで詰めていただくことを決めるための意見について細か

く報告し過ぎました。次回以降は、「小委員会では、こういうわけだから、こうい

うのをやらなくてはいけないと考える。」ときちんとご報告し、その内容を審議会

の議題の中にきちんと入れ込むという形にさせていただこうと思います。 

 それ以外の、なぜそういうものをここで審議いただくに至ったかという理由部分

につきましては、文章で出させていただく、そんな形でやらせていただきたいと思

います。 

 あくまで小委員会は、この審議会の中で何を審議いただくかを決めるために色々

と活動しているということでございます。したがいまして今日も、先ほど言いまし

た部分について本審議会の中で後ほど資料説明の後にご検討いただくことになると

思います。申しわけございません。 

 

会 長  ありがとうございました。ということのご説明がございました。資料２の（２）

①から④などを、これからの審議で取り上げます。 



6 

 

○（３）平成１３年審議会答申について 

会 長  それでは早速ですが、次に、１３年答申について今お話があったことですが、こ

れら答申について考えるために必要な資料というのが資料３、４、５となります。

そこで、この資料に基づいて、また事務局から説明を願いながら、検討を進めてい

きたいと思っております。 

 そこで、資料３児童・生徒数の学校別推計についてご説明をお願いしたいと思い

ます。 

 

新しい学校づくり担当課長  それでは資料３の説明をいたします。資料３につきましては、児童・生徒数の地

区別・学校別の推計ということで、平成２１年度から平成２６年度までの推計でご

ざいます。学校別にそれぞれ児童・生徒数と学級数を表しております。 

 学校別に見ますと当然増減はそれぞれ学校ごとに異なりますけれども、地区とい

うくくりで見ますと、総じて小学校は横ばいから減尐傾向にございます。小学校の

全体としましては一番右側に矢印がございますが区全体では減尐しております。 

 それから中学校を見ますと板橋地区のみが減尐しておりますが、他は横ばいか、

わずかではございますが増加傾向にあり、区全体では増加傾向にございます。とい

うことで、中学校は、向こう５年は増えるということでございますが、小学校が減

尐でございますので、このままの推移でいくとすると、中学校も減尐に転じていく

と推定されます。 

 以上でございます。 

 

会 長  これにつきまして、ご覧いただいて何かご質問等はありましょうか。各地区に分

けてあるわけですが。 

 特にございませんでしょうか。それでは、先へ進めさせていただきます。 

 次に資料４、過小規模校の現状。この後で審議いただきます１３年答申に大きな

かかわりを持っているものだと思います。 

 それから次の資料５でございますが、尐し先にいきますが適正規模・適正配置と

関連する教育委員会の施策等についてというのが資料５でございますが、４と５に

つきまして事務局の説明をいただいて、その後、これらの資料の質問等を含めまし

て１３年答申について、皆様方が考えておられることについて伺いたいと思います。

それでよろしゅうございましょうか。 

 

（異議なし） 

 

会 長  それでは、早速、資料４と５について事務局でご説明をお願いします。 

 

新しい学校づくり担当課長  それでは、まず資料４でございます。過小規模校の現状（適正配置を進めること

が出来ない理由）を述べております。前回の審議会では４校で適正配置のための統

廃合が進んでいないということをお示しいたしましたが、資料４は各校別にその理
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由を示しております。前回の資料で通学区域図をお配りしましたので、本日お持ち

の委員さんはご覧になりながらお聞きいただければと思っております。 

 適正配置の考え方では、まず通学区域の変更を検討して、それがだめであれば統

廃合を検討するということになっております。 

 最初は志村第三小学校でございます。志村第三小学校も、まず通学区域の変更を

検討しました。もし、志村一小、志村二小の学区域の一部を志村三小の学区域に組

入れるとすると、現在通学している学校よりも通学距離が長くなるという状況がご

ざいますので、学校選択制のもとでは児童数の増加にはさほどつながらないのでは

ないかという判断でございます。 

 それから、資料には書いてございませんが、志村三小は中山道や環状７号線とい

う幹線道路に囲まれております。その関係で学校を選択していくということも考え

られます。志村三小の南に加賀小がございまして、加賀小の学区域につきましては

環状７号線を挟んで南北に分かれております。ところが、加賀小そのものは環状７

号線に近い位置でございますので、仮に環状７号線の北側を志村三小の学区域とし

ましても、加賀小が近い方は加賀小を選択すると思われます。 

 それから志村三小は、中山道を挟んで反対側には志村一小がございますが、志村

一小の学区域から志村三小へは中山道がございますので、幹線道路を越えて距離的

にも遠くなる志村三小に学校を変えるということはなかなかないのかなということ

で学区域の変更は難しいのかなと。 

 それから、志村二小でございます。志村三小の近くにございますが、志村二小は、

蓮沼町の一部を、例えば志村三小の学区域にすれば、距離的に蓮沼町の一部は志村

三小が近いですので、ある程度期待はできますが、一部ということと距離もそんな

に大きく離れているわけではございませんので、それによって保護者の判断、行動

にどれだけ影響を与えるかというと、尐々疑問があるのかなと。 

 それから志村三小と隣接校の統合を検討しましたけれども、志村一小も志村二小

も教室が不足するということ、それから統合した場合に適正規模を超えることも想

定され、加賀小におきましては教室の確保ができないという施設的な問題がござい

ます。 

 資料４の２ページでございますけれども、エの表で、平成１７年度には学区域内

の児童が３５人に対して４２人の入学者ですから、いわゆる選択制のために、逆に

志村三小の場合はよそから児童が集まっておりました。ところが平成１８年、１９

年、２０年度と学区域内の児童数も減りました。それから、他の学区域に流れてし

まっております。平成２１年度を見ましたら学区域内の児童は平成１７年度よりも

上回っているにもかかわらず、４０％ほどが志村三小以外の学校を選択していると

いう状況でございます。 

 平成２１年度を見ますと、その前の３年と比べると、学区域内の子どもの数はか

なり持ち直してはおりますけれども、マンションが増えたのか、もしかしたら、清

水町の都営住宅の建て替えが終わったとか、それから学校自体の努力の成果とか、

色々、理由は明確ではございませんが、実態としてはそういう数字になっておりま

す。しかし、現状としましては６クラス１３３人ということでぎりぎりの数字にな
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っています。 

 先ほどの資料３で、志村三小の推移としましては、一旦減尐しますけれども、ま

た増えて横ばいという数字がございます。その先は、もしかしたら短期的には多尐

増えるかなとも思われますが、その先については全体的な流れの中では減尐傾向は

否めないと思っております。今現在分かっている材料では横ばいということで過小

規模校という状態でございます。 

 それから２番目の板橋第八小学校でございますが、これは富士見地域センター管

内で唯一の学校でございます。かつては中根橋小学校の一部学区域を板橋第八小学

校へ変更しましたが、なかなかその変更の効果が出ておりません。統合をするとし

ましても、富士見地区そのものに学校がなくなることにつきましては地元の方から

のご意見は色々強いものがございます。 

 逆に、他の富士見地区以外の学校を廃校して第八小学校に統合するという考え方

としまして、例えば中根橋小学校を検討しましたが、中根橋小学校自体は適正規模

を維持している学校でございます。それを廃校して板橋第八小学校に移すとなると、

これも中根橋小学校から反対が予想されるということがございます。 

板橋第八小学校の学区域の子供は、この５年間で３８人から５７人という推移が

ございますけれども、この子供たちの半分以下しか入学しておりませんので、今現

在は１１１名という児童数になっております。 

 時間もございませんので大山小に入らせていただきます。まず先に６ページのエ

の表をご覧になりますと、平成２１年度の住民基本台帳上の新1年生５１人に対し

て、入学者数が１６人ということで入学者が住民基本台帳に比べて、入学率が３１．

３７％と非常に尐ない学校でございます。この２年間の平均を見ましても２８．６

３％でございますので３割に達していないという状況でございます。仮に、この住

民基本台帳数の５割になれば、コンスタントに１５０人は超えていくのかなという

推計でございますけれども、実態としましてはよその学区域に行っている状況でご

ざいます。 

 それで大山小の今後でございますけれども、隣接の板橋第亓小学校、若しくは板

橋第六小学校との統合という検討もございますけれども、教室不足が懸念されます。

それから同じく隣接の板橋第十小学校につきましては学区域が地域センターの関係

で入り乱れてくるという懸念がございます。そういう状況が大山小の実態でござい

ます。 

 最後に７ページの板橋第亓中学校でございます。板橋第一中学校、加賀中学校の

学区域の一部を板橋第亓中学校の学区域に変更した場合、板橋第一中学校それから

加賀中が１２クラスで推移するため、学区域を変えれば今の状況ではこの２校の適

正規模が維持できないのではないかなと。 

 それから板三中は現在改築をやっていますので、改築後の動きを見ないと、なか

なか軽軽に判断はしづらいかなと思っています。改築すればその学校に集まるとい

う傾向はございますけれども、なかなかその予測が難しい状況です。 

 それから板亓中学区域は、板四小の学区域と一致しています。そういうことで板

亓中の学区域そのものを変更しますと、小学校の隣接の学区域であります板二小と
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か、それから金沢小などの児童が別々の学校に分かれてしまうということもござい

ます。 

 住民基本台帳上は十分な数がおりますけれども、周辺の学校に流れるのが多く、

板三中は今現在改築のために入学希望者は減っておりますけれども、その減ってい

る部分が、そのまま板亓中には流れていないという状況でございます。 

 統合する学校の候補ということでございますが、板一中、板三中、それから加賀

中があります。どの学校と統合しましても通学距離が１．５ｋｍを超える生徒が出

てきます。それから板亓中の学区域や周辺で、これから集合住宅の建設も予定され

ておりますので、住基人口そのものは改善されていくと推測されます。しかし、板

亓中に通学してくれるかどうかというのは別の問題で、隣接あるいは公立ではない

ところに流れる対策も出てくるのかなというところでございます。 

 ただ、先ほど言いました１．５キロ云々で距離の話でございますが、距離の部分

は余り考えないという話になれば統合の話も場合によっては出てくるのかなという

思いでございます。 

 以上で資料４の説明を終わらせていただきます。 

 

 続きまして、資料５の説明をいたします。「適正規模・適正配置と関連する教育

委員会の施策等について」でございます。 

 まず「いたばしの教育ビジョン」でございます。家庭、学校、地域、教育委員会

がそれぞれの役割を見直して、分担・連携・協同することを掲げておりまして、「

いたばし学び支援プラン」で、例えば幼小中連携教育の推進を重点施策の１つとし

て位置づけております。 

 参考資料１をご覧いただきたいと思います。幼小中連携事業の概要でございます。

板橋区の場合、平成１９年度から本格的取り組みを始めております。この表の中で、

モデル校事業としまして連携につきましては学区域方式（板橋地区）、それから隣

接方式（高島平地区）、一貫方式（赤塚地区）と３パターンでとらえて、連携・交

流を実施してまいりました。 

 いわゆる小１プロブレムや中１ギャップなど教育課題に効果的に対応するために、

園や学校の枠を超えて連携した教育を推進するものでございます。学校のカリキュ

ラムの連携や子供たちの交流、教員の人事も含めた交流、保護者や地域の交流を深

めて板橋の子供の豊かな学びと育ちを目指すものでございます。平成２２年度から

全校で展開する予定になっております。 

 次に、参考資料２でございます。「あいキッズ」事業でございます。「あいキッ

ズ」事業といたしまして平成２１年度から板橋区版の放課後対策事業として展開し

ております。これまでの放課後子ども教室と学童クラブの一体運営を図り、「あい

キッズ」という名称で、事業内容としましては学童クラブ機能としての生活の場の

整備、遊びや学習、体験・交流の場の整備などを総合的に展開します。学校の中で

展開しますので安全が確保され、地域の方々の多様な参画をいただいて、地域とと

もに放課後対策を図っていくという内容でございます。 

 それから参考資料３、学校支援地域本部でございます。学校支援地域本部事業に
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つきましては、地域の子供は地域が育てるという理念のもとに、これまでも地域の

協力をいただいてきました学校支援活動を、さらに発展しまして組織的なものとし

て効果的な学校支援を進め、そのことで教育の充実を図るものでございます。 

 この図表の中では、様々な支援活動の例示がございます。四角でくくってある様

々な例示がございますが、それらの活動の地域側の担い手を組織化しまして、さら

に外部人材も効果的に使いながら、学校の支援活動を行うものでございます。 

 この活動を通しまして、学校教育の充実だけでなく、地域の教育力の向上や地域

の活性化も期待されております。板橋区ではご存知のように成増小と蓮根二小で展

開しておりまして、活発な活動成果がございます。特に成増小につきましては、先

般、文部科学省副大臣も視察に見えております。 

 以上が、学校支援地域本部の概要でございます。 

 それから、続きまして参考資料４でございます。学校選択制でございますけれど

も、保護者の学校選択の意思の尊重、学校の活性化を図る、就学事務の円滑・適正

な実施という大きな目的で学校選択制が行われております。板橋区では平成１６年

度の新1年生から導入し、受け入れ数に余裕がある学校に通学区域外の子供を受け

入れております。学校選択制につきましてはご承知のとおり、現在、選択制度の検

証をしております。 

 参考資料でございますが、平成２１年度学校選択制度及び指定校変更制度と通学

区域との関係及び板橋区立学校外への進学状況（１９年度～２１年度）ということ

で取りまとめているところでございます。この表につきましては、指定されている

学校に通学区域内からどれだけの子供が来たか、また反対に、他に移った子供はど

れだけだったのかという状況を示しております。 

 例えば、板橋地区でございます。板橋地区を見ますと、当該校の学区域外から来

たとしても、それは板橋地区内での移動が多いことが分かります。減尐した場合も

地区内での動きが多いところです。板橋地区外に出るのが多いのは、これで見ます

と大山小と板八小が２けたでございます。板橋地区全体では差引で２３人の減尐で

すけれども、大山小と板八小だけで見ますと地区外から１人は受けていますけれど

も地区外に流出が２４人ございますので、差引２３人減となりまして板橋区全体の

２３人減と、この部分では符合しております。 

 それから次の、下の志村地区の表で見ますと、例えば志村亓小でございます。志

村亓小につきましては志村地区内での移動ではないようです。志村地区の外に行く

子供さんも多くいますが、志村亓小では平成２１年度の入学児童が全部で５８人に

なっておりますが、５８人の中で地元の子供さんが占める割合は板橋区内で最も高

くて９８．３％という数字でございます。同じ志村地区の１１番の緑小学校につき

ましては、逆に地元の子の割合は３６．２％と最も低い数字という状況になってお

ります。 

 とりあえず学校選択制のもとで、それぞれ個別の増減の状況を示しておりますが、

これにつきまして、ご参考までにご覧いただきたいなと思っております。 

 先ほど申しました資料４で、適正配置を進めることができない理由としまして学

区域の変更をしたとしても、選択制がある限り上手く機能しない場合もあるという
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事実がございますけれども、それでは選択制を採用しないと子供の移動がなくなる

かというと、指定校変更制がございますので、またそれはそれで別の議論になるの

かなと思っております。学校の配置がなかなか理想的なものになっておりませんし、

様々な背景のために、結果的に現在の状況になってございます。 

 説明は以上のとおりでございます。 

 

会 長  ありがとうございました。資料４と５についてご説明いただいたのですが、資料

４については１３年答申どおりに適正配置を進めることができない理由等について

詳しくご説明いただいたと思いました。 

 また、資料５については教育委員会の施策等ということで資料を出していただき

した。その中でも、例えば幼小中連携教育推進ということも区教委として推進され

ているようでございますが、その辺も、モデル校事業などで見ますと、学区域方式

では板橋一中、板二とか板六とか板七小学校がありますが、その辺などとまた色々

と連動してくることがあるように拝見いたしました。 

 幼小中連携の事業だとか、あるいは学校選択制のことだとか、あるいはまた地域

を考えた場合に、学校支援地域本部といった事業もある。このように見ていきます

と学校の適正規模もさることながら、適正配置に至っては様々な要素・要因が複雑

に絡み合っているのではないかなと、私も今お話を伺っていて感じたわけでござい

ます。 

 そうなったときに冒頭申し上げた総論賛成、各論反対も出てまいりますけれども、

ここでマクロの見方、あるいはミクロの視点から、各委員の方々にそれぞれのお立

場から、資料４と５について説明があったことにつきまして、ご質問だとかご意見

がありましたら色々出していただけたらと思うのです。 

 大変な資料でございまして、また数字とかグラフ等もありまして、いきなりここ

で読みこなすというのはしんどいことかなとも私は思うのですが、しかし、次回の

審議会のためにも、ここら辺はどうだというようなことがございましたら、ご質問

あるいはご意見等をお出しいただきたいなとは思っております。 

 今日も、終わりの時間はあと約１時間弱でございますけれども、会として、ここ

で今日意見をまとめ上げるということではないと思いますので、どうぞ、色々な角

度で各委員のお立場でご質問、ご意見等を出していただけたらと思います。 

 

委 員  志村第三小学校のこの資料４なのですけれども、この中で「中山道と環状７号線

に囲まれた地域」という説明を先ほどいただいたのですが、その中で町会長さんか

らの要望がありまして、１つの町会が２つの学校に行っている。そうすると周年行

事、卒業式や入学式にどのように役員を配置していいのか。できる限り１つの学校

に集約してもらった方が動きやすい。それからまた、特にこの環七というのは板橋

地区と志村地区との境なのです。お祭り行事などは神社の関係で日にちが違うわけ

です。そうすると加賀小に行っている子供たちは何日のお祭り、志村第三小学校に

行っているのは何日のお祭り、お祭りが２週間ぐらいずれるのです。ですから、そ

ういうことで町会としても対応が非常に難しい。また運動会等に呼ばれましても対
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応が大変だということでありまして、できる限り１つの町会で認めてほしいと。町

会を半分に割るようなことをしないでいただきたいというお話がきております。 

 ここは旧中山道沿いに約１ヘクタールぐらいの空き地ができておりまして、将来、

集合住宅が建つだろうと。マンションが建つのも、１４階建てというような話も出

ておりますので、ここは、そういう意味では至近に本町駅がありますので、表通り

ではなくて一歩中に行くと旧中山道沿いに集合住宅のかなり大きなものが建つ予定

になっております。ですから、そういうことも含めまして、具体的に言いますと、

清水朝日町会というのが約半分半分に丁度分かれております。ですから、できる限

り環七を渡っていくようなことがないようにしてほしいというのが、お祭り関係の

方々の考えです。 

それから、蓮沼中町会というのが志村第二小学校とも隣接しておりまして、これ

も町会の約３分の１が志村第三小学校、３分の２が志村第二小学校。第二小学校に

行くには中山道を渡らなくてはならない。ここは信号の尐ない地域で、横断歩道橋

が１個あるのですが、かなり老朽化しているというのがありますので、そういうこ

とも含めると、できる限り同じ地域にしていただいた方が町会としても対応しやす

いという内容の話を聞いておりますので検討してみてください。 

 

会 長  ありがとうございました。 

 

委   員  これに関連してよろしいですか。 

 

会 長  どうぞ。 

 

委 員  私は、実は志村第三小学校の出身なものですから、この資料はよく分かるのです

が、例えば資料４の中で、ここの地域が過小規模校になった最大の原因は、公務員

住宅が建て替えで全面的に板橋区から北区側に移転してしまいまして、建て替えで

空いた土地に今度、東洋大学の施設が決まるんですが、これは、そういう原因みた

いなものを明記しておいてもらえればありがたいです。 

 地域で実感としてよくあることですが、他の地域の方はそういう事情が分からな

いと思いますので。要望として、そういう過小規模校になった顕著な事情みたいな

ものが、この場合は明白なものですから、それを入れていただくのと、あと今、○

○委員からありましたけれども、最近、私もこの町会の支部の区域地図をもらいま

して、今のお話なのですが、町会の地域と、学区域の色々な問題があると思うので

す。それを、もう一度整理していただくのも、職員の方も大変だと思いますけれど

も、そういう中で比較するのも１つの検討事項かなとも思います。 

 もう１点は、将来の展望として、今、○○委員からありましたように清水町４０

番地地域にかなりの空き地がありまして、これは確定らしいのですが大規模なマン

ションができるらしいので、そういう将来像を見ますと志村三小の場合は増える可

能性が高いものですから、そういうことも今後の資料に書き込んでいただければと

思いました。 
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会 長  ありがとうございました。これは例えば減尐要因ということでも、こういう、か

くかくしかじかの理由で今減ってきているということも明確に言える例もあるだろ

う。あるいは、また逆に、最近、宅地開発等を含めて将来的には、ここにどうやら、

また大きな団地らしきものが建つような話があるとか、そういうような減尐要因・

増加要因等についても、もし分かる範囲であればというようなご意見もございまし

た。一方で、また町会と学区との関係、特に小学校の場合は児童の交通安全とか通

学の時間の問題とか色々あろうかと思います。その辺で町会が地域にある学校とい

うことで、地域と学校との連携が今盛んに言われる中にあって、できたら町会と学

区とが、なるべくならば上手く町会がサポートできるようなものにして欲しいとい

うお話もございました。 

 

委 員  まず、今小学校３校とそれから中学校１校が、早急な対応を要する学校としての

説明があったのですが、これはそれぞれ早急な対応を要することになった時期とい

うのは、いつなのか示してもらいたい。 

 

事 務 局  志村三小が１５０人以下になったのは平成２０年度です。板橋第八小が１５０人

以下になったのが平成１５年度です。大山小学校が１５０人以下になったのは平成

２１年度です。板橋第亓中学校が１５０人以下になったのが平成１７年度です。 

 

委 員  分かりました。私もずっとこれを見てみたのですが、地図に落としてみますと、

皆さんも分かるとおり、これは完全に南部の方なのです。要するに、板橋区役所、

それから板橋と大山周辺の地域が、次に発現しそうなところです。既に６学級にな

っているところというのは、こういうところに出てきているのです。 

 逆にこの上は、私は成増なのですけれども、かなり学区域が広いわけです。 

 何が言いたいかというと、板橋区側に立てば、一斉に改修とか耐震化も含めて建

て替え時期を迎えています。統廃合あるいは適正配置を検討していくという背景の

中に、やはり統廃合できるものはしていかなければ、無駄な投資になってそこがま

た過小規模でつぶれていくというのは無駄な税金を使うという発想も１つはあるか

と思うのです。 

 これが１つあるということと、それから僕が思うのは、この１５０人ということ

がここにも書いてありますけれども、これで本当にいいのかということです。そう

ではないというご意見もたくさん保護者の中にあります。１３年答申については、

そこのところをもう一度我々は議論しなければいけないのかなと思っております。

なぜ２０人を切ったらいけないのか、２０人を切ったらドラスティックにできるの

かどうかです。一番大事なのは、この基準というのを平成１３年につくりました、

これをやりました、区民に投げかけました。本当だったらこういう基準があるわけ

ですからドラスティックにやりたいわけです。でも、それができない要因というの

は、かなり反発が町会、自治会、地域からも起こってきたという部分では、まだま

だ答申したものが区民にご理解いただけていない。 
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 そういう部分では、まだまだこういった我々が審議した内容も含めて、保護者の

方々、ＰＴＡの方々、それから学校関係、地域関係の方々にも徹底して説明を尽く

していくということが大事ではないかなと私は思っております。 

 その意味で、こまごまとした、中学校は１．５ｋｍ以内ということでこれが上手

くいかないという書き込みは、なるべく緩和させていただいた方が、読む側もいい

のではないかなというようなことも感じた次第なのです。 

 今後、例えば成増・赤塚地域センターのように、かなり中学校区も広くとってい

る地域もございまして、小学校もまだまだ足りなくなってくるのかなという地域も

ございます。一方で、こうやってかなり人が減ってくる、かつ選択制で見てみます

と、選択制を利用して毎年３０人ぐらい抜けている。こういったことも起きていま

すので、そこら辺の選択制との絡みとかも、この中では検証していかなければいけ

ないのではないかと思っております。 

 話が飛びましたけれども、この１３年答申をして、それが進まない原因をつき詰

めていくことがこの審議会の一番大事な点だろうと思っております。その辺もぜひ

ご意見をいただければと思っています。 

 

会 長  ありがとうございました。今、先ほどの小委員会の委員長の方からもお話があっ

たような数とか距離とかそういうことだけではなくて、質的なものも含めて、例え

ば１５０人以下になっているが１００人程度でもどうなのという話も色々意見が出

ているというお話がございましたが、そんなわけで今○○委員の方からお話があっ

たようなことも、ぜひそれをベースにして審議を進めていくことがいいのではない

かと思っております。 

 他の委員の方、どうぞ、それぞれのお立場からご意見をください。 

 

委 員  まず、教育委員会というか板橋区にお聞きしたいことは、この適正配置を進める

ことができない理由とここに書いてあって、ずっとやれない状況が続いている中で

も、やりたいのかどうか。つまり、お金の問題とか、そこに１つ学校があれば先生

の問題もあれば職員の配置もあれば水道光熱費から何から色々なものがある。だが、

絶対に適正配置はやりたいのか。やる必要がないと思っているのであれば、１５０

人規模などというものは考えないで小人数でもいい教育をやる、向こう１０年間は

絶対に適正配置で統廃合しないと言い切っていただかないと、志村三小とか大山小

とか、私は大山小出身でございまして子供もそうですけれども、風評被害で「あそ

こはなくなってしまうのだから」と、年々どんどん悪くなっていってしまうという

方向になるわけなので、まずそこのところの板橋区としての考え方がはっきりしな

いといけないのではないか。 

 それをはっきりさせるために我々が集まってこうやって審議会をやっているのだ

とすれば、そこのところをまず持っていかないと、やるのかやらないのかはっきり

しない状況の中だったら、動かすだけのテクニカルな部分で細かいところの範囲に

なると思うのです。 

 先ほど町会事情とか色々ありましたけれども、そういうのは本当にテクニック的



15 

な問題になってくるのかなと思うのですけれども、大本の部分を板橋区はどう考え

ているのかというのをぜひ聞きたいと思うのですけれども。 

 

会 長  この辺のところが一番元になるところでございますが。 

 従前からの１３年答申以降、そういう区としての方針とか区教委としてのスタン

スといいますか、その辺のところが明確になっているのかというご意見でございま

したが、よろしゅうございますか。 

 

委 員  平成１３年に答申を受け、基本的には適正配置・統廃合を進めるという考え方で 

（教育長） 行ってきたわけです。それから、実際には、そこに該当するので、本来であれば統

      廃合なり対応をせざるを得ない部分が、実質的に色々な理由があってできなかった

      ということがあるわけです。 

 それで、改めてここでその条件でいいのかというところを論議していただくので

すけれども、基本的には２つの理由から、統廃合の規模はどの程度のものかという

のは今後の論議をお願いしますけれども、私は統廃合を進めるという方向が基本的

な姿勢だと思います。 

 １つは子供たちの教育上の観点から、前の１３年のときにも適正規模として１学

級の適正な規模は約２０人程度を確保したいということを言っています。それは、

今回、東京都もそういうところを言っていますけれども、それ以下になったときに

子供たちの学びに対していいのかどうかというところで、前回は２０人程度の規模

が欲しい、適正ではないかというようなことを言っています。 

これから、どんどん新陳代謝で教員は入れかわっていくのだろうと思いますけれ

ども、教員の育成ということを考えていったときには、１学年１クラスというのは

かなり厳しい状況かなと思っています。できれば最低でも２クラスずつは欲しいな

と学校の状況を見て思っています。 

そうした教育上の観点から、子供たちの本当の教育を小人数で確保するといった

ときに、どの程度の小規模まで許されるのかということを見なければいけないとい

うところが１点です。 

 それから２点目は、これは本当に財政上の理由で、委員さんもご承知のことかと

思いますけれども、教育であってもきちんと効率的な経営をしていかなければいけ

ない。そこで削減した金額を、教育の他の必要な部分へ使っていく必要があるので

はないかとことで、その辺をできれば進めていきたい。 

 ただ、理解のないままに余り無理に進めるということは難しいところでしたし、

今、特別支援関係の教育が非常に学校の中で進んでいますので、１つの学校の中に

どういう形で入れ込んでいったらいいのかということを考えたときに、難しいです

けれども、場合によっては多尐、通常学級の規模が尐なくても特別支援のクラスを

取り込むことによって学校を整備させるということもあり得るのではないかという

ことも見ていますので、その辺を皆さんにフリーに論議をしていただく中で意見を

出していただきたいと思います。いずれにしても基本的な姿勢は今申し上げたよう

なことです。 
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会 長  ありがとうございます。この審議会も１３年答申を受けてという意味でございま

すので、基本的なスタンスは教育委員会、区としてはこれを進めていくという方向

で。ただ、そこで、なかなか実態としては色々と問題点等が浮かび上がってきてい

るわけで、また数年経っていると、また若干情勢等も変わりつつあるということで、

改めて再度問題点等、論点を整理してより改善の方向に向けて学校規模の適正化と、

それから適正な配置ということで進めていきたいということでございますので、そ

の方向で、各委員からご質問、あるいはご意見を今たくさん出していただいて。 

 また、そのために必要な資料等もあると思いますので、早目に整理し、事務局に

伝えていきたいと思っております。あと、どうぞ、各委員の方。 

 

委 員  区外から出てきている者ですので皆さんと違った立場というよりは、区内の様子

がよく分からない中で色々とお話を聞かせていただいて「そういうことなのか」と

思っているのですが。前回から大変膨大な資料をコンパクトに事務局の方が説明を

されて、やっと頭の中に今、板橋区の状況というのが尐しずつ分かりかけてきたと

ころでございます。 

 そういう立場で、なかなか言っていることが的を射ることができるかどうか分か

らないのですが、私は中央教育審議会の方のメンバーにもなっておりますし、それ

から中教審の中で小中学校の設置運営のあり方について議論をする小さなワーキン

グチームがあるのですが、そのワーキングチームの副主査のような形をとっており

ます。今、全国の中でどういう状況なのかということをかなり議論し、そして全国

の自治体が、この統廃合の問題に非常に頭を痛めている。しかし、それが都市部の

場合の状況と、それから地方の場合の状況で随分違いがあるということも浮彫りに

なってまいりました。 

 距離の問題だとか時間の問題だとかというのは、その周辺部の場合にはバス通学

をどうするのかといったようなことになってきますし、都市部の場合だとまた違っ

た問題が、町会の学校に対する強い思いといったようなことで出てきているという

ような、その辺が都市部と周辺部の大きな違いだろうと思います。 

 先ほど○○委員がお話しになった、教育上の観点の中で２学級という要望が非常

に強いのです。１学級だと学校としての教育上のメリットと言いましょうか、子供

たちが切磋琢磨するということが非常に尐ないのではないかと。したがって２学級

規模を維持し、そしてクラス替えができるような形が望ましいというのが１つのコ

ンセンサスになっているように思います。 

 そのときに、２学級というのを、今の国で考えている標準の４０人を１学級とす

るという考え方にするのか、定数をもっと尐なくして、例えば２０人でも小規模校

の場合には２クラスにしてしまってもいいではないかと。その場合に国の標準がそ

うなのだから、財政は区民が負担をしていかなければならないわけで、この辺で財

政の余裕があるかないかというところが分かれてくるわけですけれども。しかし、

２クラスというのが適正規模といったことからすると大きな話題になるところで、

そこの背景にクラスサイズをどうするのか。そのときに、クラスサイズを小さくす
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るのだったら自分たちのところでお金が負担できるのかどうかというのが１つ大き

な課題として残っているというのがあります。 

 それからもう１つの方の、財政上の問題についてなのですが、これは大変悩まし

い問題なのだけれども、統廃合を起こしたときに廃校になった学校の土地が果たし

て有効に活用されるかというと、どうも活用されていないケースが多いのです。そ

れは地域の思い入れが非常に強いために、そこに何らかの形で建物を残すとかモニ

ュメントを残すとかというふうな要望があって、廃校したからといって財政規模に

プラスになっていかない。むしろ、統合した方の学校には人をたくさんつけていか

ないと統合が進まないために、そこにお金がかかる、そして廃校になった学校はそ

のまま存続をして土地を更地にして建物も壊すわけにいかないといった問題がある。 

特に地域の方々の思いからするとそれは残しておきたい、自分の心のふるさとだと

いう思いがあるわけです。ですから、なかなか財政上の問題とリンクしないという

ところに統廃合の非常な難しさがある。どちらにしても、統合されてなくなった学

校ではすごく被害者意識が強くて、統合されると今度は周年行事をやったときに一

体感が持てないといったような問題が出てくる。 

 しかも、財政上は必ずしもメリットにならないということで非常なジレンマで、

どこに落ち着けたらいいかというのが分からなくて、結局、国としては、これは各

地方の各地域の特色なのだから、それぞれの地域の実態に合わせてお任せをしよう

ではないかという、非常に逃げのような感じの、地方分権とか地方主権とかかっこ

いい名前で言っているけれども、実は「国ではやれませんよ」というのが状況なの

です。 

 ですから、恐らくこの審議会でも色々な委員の方々のご意見があって、その委員

のコンセンサスの中で、この板橋という地区ではこういうやり方が現在の段階では

一番いいし、将来を予想したときもそういうのが望ましいのだということを、この

委員会で出すのが役割なのだろうと思います。 

 そのために、私も尐しそういう情報をお流しできれば、それがプラスになればい

いと思っておりますので、ぜひ、皆さんのご意見を聞きながら、よりよい方向を模

索していければいいと思います。 

 先ほど、小委員会の方で様々な要因が複合的にあると○○委員がおっしゃられた。

まさに、様々な要因は何なのかということを、この地域だからきちんと出していか

なければいけないことなのだろうと思っています。この辺を、委員の我々がどうい

うふうにこの適正配置を考えるのかということを出した上で、小委員会の方は、で

は、どういう順番でどれをやっていこうかということが出てくるのかなと思います

ので。 

 長くなってしまって恐縮ですけれども、委員の方々から、自分がこの審議会に何

を期待しているのか、どういうものにしていったらいいのかということを出された

ら、あとの小委員会の方もやりやすくなってくるのかなと思いました。 

 以上、感想だとか情報ということで話をさせていただきました。 

 

会 長  ありがとうございました。○○委員は日本の全体のことで日本各地に行っておら
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れて様々な情報もよくご存じです。 

 適正規模・適正配置の問題について、これからもまた様々な情報等もいただける

と思うのですが、基本的な考えについても、提案をいただきました。この審議会と

して、そういったことを踏まえながら、いい方向で板橋区としての適正規模はどう

あればいいのか、あるいは適正な配置というのが学校を含めてどういうふうにして

いったらいいのか等々出してもらえたらと思っております。 

 先ほど来くどいようですが、それぞれのお立場だとか地位、それぞれのお考えと

か色々あるわけで、だからこそこれはどこでも古くて新しい問題としていつも取り

上げられているものでございますので、板橋区として何とかいいものをつくり、ま

とめていきたいと思っております。 

 そのためにも、先ほど申したとおり、今日はまとめるというのではなくて、先ほ

ど来たくさん出ている資料等、あるいは各委員のお話等も踏まえながら、またその

他のご発言のない各委員の方々もご意見、ご質問等を出していただければありがた

いと思っています。まだあと３０分ぐらいはございますので、ぜひまたひとつお願

いしたいと思います。 

 

委 員  まず、先ほどの資料３のところで、今後の推移ということで平成２６年度までの、

今の年度から言いまして５年程度の推移が出されているのですけれども、先月、板

橋区議会の文教児童委員会の方で保育計画が新しく発表になったのですが、そこで

乳幼児人口を推計で出されているのです。 

 その乳幼児人口を見ますと、もっと長い先のところになるわけです。その乳幼児

人口が今後小学生や中学生になっていくと思いますので、まず資料として、５年間

ということではなくて、もう尐し長いスパンで資料を出していただきたいというこ

とをお願いしたいのと、合わせて、保育計画の中にもあるのですが、大規模建築物

の建築確認が既に平成２４年度分まで下りているのです。そうすると、特に志村地

区、板橋地区、赤塚地区の方で、かなり大規模な住宅・マンションが建設されるの

と都営住宅の建て替えがありますので、そのあたりの計画が出されてくると、もう

尐し推計が変わってくるのかなと思います。 

 今のお話を伺っていて、私は、平成１３年度の答申ですので１０年近く経ってい

るわけです。そうなると様々な状況が変わってきていると思うのです。ですので、

平成１３年に出された審議会の答申と、今の状況がどう変わっているのかというこ

とを具体的に見ていく必要があるかなと思っているのです。 

 １つは、新しい政権でも言われていますけれども、３５人なのか３０人なのか分

かりませんが、小人数学級について具体的に検討していきたいというお話もありま

すし、東京都も３９人を上限にということですから、既に東京都以外の道府県では

３５人、３３人程度ということでかなり広がってきていますので、小人数学級を導

入した場合の区内の小中学校への影響ですとか、それから前回の答申では小規模校

の記述はあるのですが、大規模校についてはどうするのかということを具体的に対

応する施策というのはなかったと思うのです。 

 そういう状況を、改めて今の状態に合わせて検討した上でどうしていくのかとい
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う方針を出されていくのかなと思うので、まず１３年度の答申以降どういう状況の

変化があったのかということをもう尐し見ていくことが必要ではないかなと思いま

す。 

 資料の提出と、その辺の議論がこの審議会や小委員会で整理をされていくといい

のかなと思っています。 

 

会 長  ありがとうございました。区の乳幼児の人口予測推移というのがあるわけです。

そういうのが先の長期的な展望として読めるのではないかとか、あるいは大規模な

集合住宅の建築の計画も先ほど来、他の委員からも出ておりましたけれども、ある

のではないかというお話もございます。そんなことも、既に建築確認が出てくるか

ら情報が読めると思うのですが、そんなこともあるだろうとか、その他、いわゆる

サンサンプランも含めた学級定員の問題点、各都道府県でもやっておりますが、そ

ういう流れも参考にしながらまた尐し板橋区としても考えてはどうかとかいうお話

をいただきました。 

 それから１３年答申と今日的な状況のことの乖離、１３年以降についての問題、

今日の資料の中にも出ておりますけれども、なぜできなかったかという理由等もご

ざいますが、その辺もまた色々と整理されてはというご意見があったわけでござい

ます。 

 他に何かありましたら出していただければと思います。 

 

委 員  この審議会が、先ほどから話が出ています１３年答申に載っている４校をどうす

るかという話が最初に出ましたので、そのための会議であってほしくないのです。 

 そのためにどうしたらいいかということは、小学校も各校ともに創立５０年以上

の歴史を持って、皆さんのお話にある町会であるとか地域の中で愛されてずっとこ

こまできているわけです。だから、廃校ということになれば、皆さんの話のとおり

に町会をはじめ地元あるいは卒業生の反対が当然起こってくるはずの話なのです。 

 ですから、廃校はしたくないというのは建前なのですが、ただ、今後の人口推計

であるとか、あるいは地域のこの現状を見ると「つぶしたくない」と言うだけでは

だめだということも、私の所属する会議の中では意見としては入っているのです。 

 その場合にどうするか。問題として一番大きいのは、これから地域を巻き込んだ

というか、学校支援体制を地域に求め合うという板橋区の方針である以上は、地域

との絡みは絶対外せないところで、その部分でいうと、先ほど出ました町会が２つ

に分かれるとか、あるいは地域センターも１校が３つにも４つにも分かれるとか、

あるいは、もう１つ、青健の割り振りと適正配置の切り割りについては考慮に入れ

るべきだと思っているのです。 

 一番大事なことは何かというと、板橋区が過小規模になったからどうするかでは

なくて、過小規模になるかもしれないけれども、区全体として、先ほど出ました３

０人学級がいいのか１２学級がいいのか、３０人にしたらもっと教育の質を上げら

れるのか、そのためには今、区の持っている地図を一度に白紙というのは難しいか

もしれないですけれども、全体をこういう形にするのだという明確なビジョンを持
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って、その上で、そのときに板橋区がやろうとしている教育を実現するためには、

学校をどういう配置にして、どのように学区域を割り振ったらいいのかということ

を検討するのがこの審議会であってほしいと思っているのです。 

 現状は１５０人以下になっていませんが各学年１クラスしかないという学校は、

いずれ１５０人枠の中に入る危険性があるということで危機感をかなり強く持って

います。 

 風評は、過小規模校であればあるほど各学校ともに痛切に感じているそうなので

す。まずそこの部分の不安をとりあえず１０年でもいいから「廃校はないよ」とい

うことで取り除く、過小規模で推移するならどうするのかということをその間で検

討すると。間もなく答が出る学校選択制のこれからの形がどうなるか、恐らく選択

制はなくならないのかなという建前で私は話していますけれども、学校選択制を続

ける以上、自由であれば、今、人口推計があっても、どこからでも来られるという

ことであると、この数字によって配置してもまた１０年後には違う答えが出てきて

しまうこともありますので、色々なことが絡むのかもしれませんが、私はビジョン

というか夢を語る必要はないのですが、板橋区内では４５校でこういう形にしたい

のだというものを持って、そこから初めて適正規模・適正配置ということができる

のではないかと思っているので、私も含めてそういう形で話を進めたいと思ってい

ます。 

 

会 長  ありがとうございました。私はこれに関わってなかったのですが、恐らく、１３

年答申のときはそういった声がたくさんあったのではないかと思っております。そ

ういう中で出された答申かと思います。 

 これは、なかなか実際に賽を投げてみたら、色々なことで条件がそれぞれの立場

から出てきて大変悩ましくて、今日に至ったのではないかなと予測はしているので

すけれども。改めて貴重な長期展望のことのお話もございましたので、こういうこ

とも１つのご意見として承っておくことが大切だろうと思っております。 

  

 

委 員  今お話がありましたとおり、長い目で見た会議ができればと思っています。 

 今ここで使われている「適正規模」という言葉は、先ほどお話があった１３年答

申の１２学級から１８学級という意味で適正規模という言葉を言われていると思い

ます。先ほどの資料を見ましたけれども、適正規模以下の学校の部分には色々資料

が出ていましたが、適正規模以上の学校に対する対応というのはこの審議会で話を

しないのか、するのかということは１点確認していただきたいと。 

公立小学校・中学校に通わせている保護者として現状を見ますと、当然そういっ

た将来的な部分とか板橋区の教育とかありますけれども、今いる子供たちにきちん

とした教育ができているのか。私は、当然、教師の色々な問題とか含めると２学級

とかあるのでしょうけれども、１学級であっても子供は子供できちんと授業は受け

て、最低限受ける勉強はできている。もちろん尐ない部分でのデメリットというの

はあると思いますけれども。 
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 ただ、余りこの適正規模より子供が多過ぎる学校、担任の先生１人で子供が２０

人のところと、４０人の学校で同じなのかというと、そうではないのではないかと

いう感じもして、他の部分も色々思うと、私はそれを確認しておきたいと思ったの

が、その適正規模以上の小学校もかなりあると思う、中学校も１校あると思います

けれども、そういった部分での論議はこの会ではするのか、しないのかというのは

１点確認したかった。 

 あと、さっき財政的なお話も色々出ましたけど、私は今小規模学校にいる子供た

ちがどうなのかということを考えながら、１３年答申がありますけれども、将来、

この過小規模のメリットを生かすというやり方も何かしら色々とあると思うのです。

先ほど言った１５０人というのが、どうしても保護者の中では残っていて「いつか

は、なくなるのでしょう」と。「では、もう最初から入学しませんよ」という人が

非常に多くて、それで選択制で他の学校に移っていくという方も多いので、そこら

辺は１５０人が、さっきお話しでも、１３年答申で今も通すのか通さないのかとい

うのがありますけれども、この辺もきちんとやっていただければまた違った形が出

てくるのではないかと考えています。 

 

会 長  ありがとうございました。適正規模について、小規模の方は色々あっていいのか

どうかというのですが、私は個人的には、適正規模というのは大規模過ぎてマンモ

ス校というのは適正とは言わないだろうと思っております。当然それも視野に入れ

ていかなければいけないだろうと思っております。 

 そういった点で適正規模のこと、あるいは規模のメリットも生かしてということ

や、あとまた同じ小規模といっても、あるいは１５０人という人数にしても、これ

がどうなのか、数字がひとり歩きするのか、それによってまた風評も含めて色々将

来的にも、保護者のお立場でいくと学校を変えようとかの考えが出てくるような気

がしております。そんなことで、適正な規模あるいは人数のこと、学級数のこと等

々も色々既に連動しているような気もいたしております。 

 また、学校選択も、それには今お話があったとおり連動しますのですが、大分色

々とご意見をいただいておりますけれども、それ以外のお立場からもお願いいたし

ます。 

 

委 員  私の地区では学校が２つなくなってしまった。子供たちが出て行った原因という

のはどういう形かというと、「あそこの学校は人数が尐なくて廃校になるから」と

いう噂が流れるというよりは、私は保護者が追うような形だと思うのです。それを

いかに逃れられない形で生徒数がそこにとどまるような形にするかということを、

学校でも何かの特色を持ってやっていただきたいです。 

 青健の事業をやっていますと、他地域の生徒が多くて、地域の子供たちとの関わ

りというのは尐なくなっているのです。 

 だから学校の地域性を出して、いかにそこでやっていくか、尐ない学校でも残し

ていくように地域と一緒にやっていくにはどんな形がいいかと、各地域で考えてい

るのです。そういう面で、規模も先ほど言ったように、マンモス学校よりも、そう
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いう小規模の学校で適切な、特色あるものを残していくような方向性を持っていっ

ていただければいいのではないかと思います。 

 

会 長  ありがとうございました。健全育成関係の色々なお立場でお話をいただきました。

それ以外でありませんか。 

 

委 員  まずこの会は適正規模・適正配置の会である。となりますと、理想的な適正配置

あるいは適正規模というのは、何を言うのかということです。それに向かって、我

々は色々話し合いをしていかなくてはいけないと思うのです。地域とすれば、適正

配置という点でしたら町内というか支部に小中学校が１つぐらいは必ずあるという

ことが一番理想です。 

 なぜかといいますと、子供の見守りにしても、また防災等にしても訓練等にして

も、高島平だ、志村だと、あっちの方から来ている、あるいはそちらの方へ行く、

そうすると親御さんは当然参加しない、我々が見ても、どこの子供か分からない、

そういう状態だと非常にやりにくいのです。 

 区の方では「地域頑張れ、地域頑張れ」と盛んに言うのですけれども、選択制と

いうものがありますから子供は自由だと。朝、登校時間を見ていましても、Ａ班の

登校班を避けるようにお母さんが自分の子供の手を引いて連れていくとか、それは

当然自由ですからいいのでしょうけれども、小学校ぐらいは、できたら、強制とは

言いませんけれども地元の学校で育っていただきたい。どこの小学校へ行っても全

く同じような教育が受けられるような施策をしていただくのが、区の責任だと思う

のです。 

 それから、クラスですけれども、私の小学生の孫は、びくびくしているのです。

去年、何とか１人よそから転入されまして、２クラスになったのです。「何か、今

年はだれだれさんとだれだれさんが転校するみたいだよ。１クラスになってしまう

のかなと」。我々から見ると「どうして１人のために１クラス、２クラスにならな

ければいけないんだ」と。 

 まだ細かいことは分からないですから、あんな小さい子がそういうことを非常に

心配している状態。ですから、先ほどお話があったように、小規模校でも、２４名

でも３０名でもいいと思うのです。それが、必ずしも適正なクラスではないと思う

のです。大勢いれば適正規模ではないと思いますし、小さい学校はいっぱいありま

す。そういうことで、とりあえず一番望むのは、立場上、地域、支部ごとにできる

だけ学校を残していただきたいというのが願いです。長くなりました。 

 

会 長  今、何人かの方からご意見をちょうだいいたしまして、それぞれのお立場から問

題になるかなというようなご意見を出しております。あと、またご意見をいただき

たいのですが時間が大分押し詰まってきておりますので、今日ご発言いただかなか

った方に、また次回にそれを出していただけたらと思いますけれども、今のお話し

合い等が出ましたが、この中で、先ほど来ちょっと出ておりますけれども、こうい

う資料があったらというご要望等がございますか。 
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 なければまた結構でございますが、後で思いつかれたら、また事務局へでも出し

ていただければと思っております。 

 

事 務 局  先ほど、乳幼児のところで、今の平成２６年度よりもう尐し長いスパンというお

話がございましたけれども、ある程度の正確性を期するために、確実に分かる数字

ということで２６という数字を組み合わせております。実は平成１３年のときにも

予測しておりまして、それと今の実態は１００人ぐらいしか違っていなかった話で、

かなり精度が高いのかなと。 

 先の年限と申しますと、手持ちの資料がありませんから、まさに推測なのですけ

れども、そうしますと学校ごとになかなか数字が出しにくいという状況がございま

す。ですから、出し方にもよりますけれども、これと同じような形では厳しいのか

なという思いでございます。それと、あと大規模住宅の話は、分かる範囲では考え

ていきたいとは思っております。 

 

会 長  ありがとうございました。色々要望がございましょうが、事務局の方に要求する

資料があれば出していただきたいと思います。それから事務局の方も、できるだけ

委員のご要望に添う形でご努力いただければありがたいと思います。 

 

事 務 局  分かりました。 

 

○その他 

会 長  それでは、本日も色々なお話が出ましたが、これについて論点を整理する形で、

先ほどの小委員会の話に戻りますが、小委員会で、今日出たようなことについての

論点を整理していただけたらと思います。お願いをしたいと思うのですが、よろし

ゅうございましょうか。 

 こんなに大勢の方から色々と長時間にわたってご意見をいただいておりますし、

多岐にわたっておりますので、なかなか難しいかと思いますけれども、何とか、こ

れだけの大きな方向性を示すものでございますので、多様な論点もあり切り口もあ

りますし、見方もございます。その辺を踏まえまして、ひとつ坂東委員長に小委員

会として、ある程度お任せしたいと思います。よろしくお願いをしたいと思います。 

 それでは、事務局の方から何かご連絡等はございますか。 

 

事 務 局  日程でよろしいでしょうか。 

 

会 長  結構です。 

 

事 務 局  それでは日程の確認をいたします。第３回の審議会でございます。３月３０日火

曜日、１５時から開催いたします。場所につきましては、今のところ、区役所の１

１階の第１委員会室を予定しております。 

 それから、それに先立ちまして第２回目の小委員会は３月１２日金曜日、１５時



24 

から、場所はこの教育委員会室で開催いたします。 

 

会 長  では、確認いたします。次回の予定は、ご案内では３月３０日火曜日、３時から

５時ということで、場所は若干変更になりまして、区役所１１階の第１委員会室に

変更でございます。ここだけが変わりました。 

 

事 務 局  もう１点よろしいでしょうか。それから、次年度、平成２２年度の審議会の日程

でございます。まだ決定ではございませんが、第４回目としまして５月１１日火曜

日、１５時ということで今現在、調整しております。 

 

会 長  現在、調整中ですが５月１１日火曜日に第４回を予定しているということです。 

 それから、なお、小委員会の先生方は大変でございますが、３月１２日金曜日に

小委員会ということでございます。よろしくお願いいたします。 

 

委 員  小委員会の件なのですが、第１回の審議会のときに委員長の指名によるというこ

とだったのですが、ＰＴＡ連合会の方でも色々と考えたいということもあるし、当

事者でもあるので、できたらその委員会の方に参加したいと考えるのですが、いか

がでしょうか。 

 

会 長  その辺のところは、来ていただければ大変ありがたいことだと思うのですが、事

務局の方はよろしゅうございますか。大丈夫でしたら、小委員会に小中ともにとい

うことで。このお忙しい中で大変なことなのですけれども、大変ありがたいことな

ので、ぜひ、それぞれ保護者のお立場でまたご意見等を賜ればと思います。ご苦労

さまでございますが、よろしくお願いいたします。 

 

委 員  先ほど、特別支援学級のことも色々と考えてみたいというお話があったのですけ

れども、適正規模・適正配置で何となく縮小するというだけのものではなくて、特

色を出すという意味で、もっと、例えば区の教育委員会として、例えば日本人学級

を併設するとか、国際学級を併設するとか、新たな、魅力あると言えるかどうか分

かりませんけれども、そういうものを併設することによって学校規模を何とか維持

するということがもしも傾向としてあれば、次回ということではなくて今後の審議

に関わってくることだと思いますので出していただけるといいなと。 

 ただ、限られたパイの中であっちこっち奪い合いをするような形では余りよくな

いのですけれども、しかし、学校そのものが魅力ある学校にするということが１つ

大きな課題なのではないかという感じがしますので、その辺がありましたら、また

お出しいただければと思います。 

 

会 長  要望ということでございます。これはまた検討いただき、たくさんの課題がある

中で、即また取り上げていくとまた難しい点もございましょうが、ひとつ、そうい

う意見があったということでご了解いただければと思います。 
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 では、大変長い時間ご審議いただきましたが、特に他になければ、これで終了し

たいと思います。ございませんでしょうか。 

 

（なし） 

 

会 長  では、これで閉じます。ありがとうございました。 

午後  ５時００分 閉会 


